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０．本指針の基本的な考え方について 

「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則（平成 24

年経済産業省令第 46号）1」（以下、「再エネ特措法施行規則」という。）における出力の抑制（以

下、「出力制御」という。）については、総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギ

ー分科会 新エネルギー小委員会 系統ワーキンググループ等（以下、「系統ワーキンググルー

プ等」という。）の議論において、「出力制御を受ける発電事業者間の公平性」及び「効率的な出

力制御のための柔軟性」の確保が必要である等の指摘がなされてきた。 

これらの指摘を踏まえ、今後、出力制御が実施される場合に次項以降にあげる関係者が適

切に対応できるよう、出力制御の公平性確保に関するルールを整備することとした。 

なお、再エネ特措法施行規則第５条及び様式において、「接続契約を締結している一般送配

電事業者又は特定送配電事業者から国が定める出力抑制の指針に基づいた出力抑制の要請

を受けたときは、適切な方法により協力すること。」と規定されており、再生可能エネルギー発

電事業者（以下、「再エネ発電事業者」という。）は、本指針に基づく出力制御の要請を受けたと

きは、これに協力する必要がある。 

 

１．出力制御の機会の公平性の考え方について 
（１）基本となる出力制御の機会の公平性の考え方 

出力制御の上限について、年間 30 日（日数制御）、年間 360 時間又は年間 720 時間（部分

制御換算時間）、指定電気事業者制度 2の下での出力制御のルールが規定されているが、同

一のルールで接続する再エネ発電事業者は、均等に出力制御を行うようにする必要がある。そ

のため、出力制御を行うにあたっては、同一ルール内の公平性確保の観点から、必要に応じて

各ルールの事業者毎にグループ分けを行った上で、年度単位で出力制御の機会が均等となる

ように順番に出力制御を実施する。 

なお、年度単位の出力制御にあたっては、例えば、年度が更新される毎に、グループＡを最

初に出力制御した場合には長期的観点から見れば、グループＡに出力制御の機会が集中する

ため、長期的な視点からも出力制御の機会が均等となるように配慮する必要がある。 

 

＜出力制御ルールの分類（イメージ）＞ 

  出力制御ルールの分類毎にグループ分けを行うことで各グループで出力制御が公平となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1 「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産

業関係省令の整備に関する省令（平成 29 年経済産業省令第 13 号）」施行後のものとする。 
2 指定電気事業者制度：「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づき、30 日等出

力制御枠の超過が見込まれる電気事業者に対し経済産業大臣が指定するもの。この制度により、例えば、30 日等出

力制御枠を上回る太陽光発電設備は、年間 360 時間を超えて出力制御を行った場合でも、無補償となることを前提

に接続可能となる。 

分類 グループ分け（例）

太陽光
10kW以上

年間30日 グループＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ
年間360時間 グループＦ、Ｇ、Ｈ
指定電気事業者制度 グループＩ、Ｊ、Ｋ

10kW未満（年間360時間及び指定
電気事業者制度） グループＬ

風 力
年間720時間（部分制御換算時間） グループＭ
指定電気事業者制度 グループＮ
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○風力の出力制御（部分制御換算時間）について 

風力発電への出力制御の運用について、既契約の一部見直しにより、既設も含めた全

ての風力発電所に新ルール（720時間）及び部分制御を換算した時間評価（部分制御換算

時間）を、業界団体が、関係者に周知・要請を進めているところ。 

今後、自治体において維持・運営している風力発電も含めた全ての風力発電について

適用されていくことを促すことにより、公平・効率的な出力制御が可能となる。 

※ 出力指令値の上限を定格出力の 30％までとする場合 

    → 出力制御量は最大で定格出力の 70％分となるため、出力制御時間は、 

１時間×70％＝0.7 時間とみなす。 

      部分制御換算時間の適用は風力の最大限の導入に資することから、例えば、部分制御

換算時間を適用しない事業者を先行して出力制御を行った結果、年間を通した出力制御

日数が、部分制御換算時間を適用した事業者と比べ、数日程度違ったとしても、手続上の

公平性が担保されている場合には、公平性に反することとはならないものとする。 

  

 

 

 

 

 

 

 

実際には、日射量・風況等によって出力制御量は異なることから、均等に出力制御の機会を

求めた場合であっても、結果として、事業者により実際の出力制御量には違いが生じるものと

なる。結果的に、全ての電源が均等に出力制御されない場合も、手続上の公平が確保されて

いる限りにおいて、国が求める「公平性」に反することにはならないものとする。また、同一出力

制御ルール内において、再エネ全体の出力制御量低減の観点から、一般送配電事業者による

オンラインでの制御が可能な再エネ発電事業者（以下、「オンライン制御事業者」という。）の制

御機会が一般送配電事業者によるオンラインでの制御が不可能な再エネ発電事業者（以下、

「オフライン制御事業者」という。）より少ない場合であっても、公平性に反することにはならない

ものとする。 

なお、系統連系の導入拡大のため、電源制御 3を受け入れる協力を行う再エネ発電事業者

について、電源制御を行った場合には、全体の出力制御日数が年間 30日に到達しない見込み

の時までは、30 日等の日数にカウントしても、公平性に反することとはならないものとする。 

 

 

 

 

 

 

                                                   
3 系統事故等の発生により、無補償で発電設備の出力を制御することをいう。 

＜Ａ風力＞

出力制御量
（定格出力の70％分）

＜Ｂ風力＞

１時間 １時間

定格出力

出力指令値の
上限は定格出力

の30％

（部分制御換算時間管理）
指令した抑制率で制御時間を割り引くため、
Ａ風力、Ｂ風力ともに１時間×70％＝0.7時間

（参考：従来の時間管理）
制御を指令した時間で管理するため、
Ａ風力、Ｂ風力ともに１時間
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○「公平性」の定義について 

本指針で用いる「公平性」とは、出力制御量という結果ではなく、出力制御の機会とする

こととする。 

例えば、下記表だと、年間を通じた出力制御日数がＡ、Ｂは 20 日、Ｃは 21 日となってい

るが、手続上の公平性が確保されている場合には、公平性に反しない。 

また、日射量等によって出力制御量は日（時間）によって異なるが、手続上の公平が確

保されている限りにおいて、公平性に反することとはならないものとする。 

 

＜年間を通した出力制御日数の実施結果（イメージ）＞ 

 

 

 

 

（２）各出力制御ルールの下で接続する再エネ発電事業者間の公平性等の考え方 

各ルールの下で接続する再エネ発電事業者間の公平性は下記を基本とすることとする。 

① 日数制御が適用される再エネ発電事業者、時間制御が適用される再エネ発電事業者及

び指定ルールが適用される再エネ発電事業者間の公平性の観点から、全体の出力制御

量がそれぞれの出力制御の上限（年間 30 日（日数制御）、360 時間又は 720 時間（部分

制御換算時間））に達すると見込まれるまでの間は、再エネ特措法施行規則第１４条第２

項に基づき、一般送配電事業者は、予め定められた手続に沿って、全ての再エネ発電事

業者に対して公平に出力制御を行うことを原則とする。ただし、各出力制御ルール間にお

いて、再エネ全体の出力制御量低減の観点から、オンライン制御事業者の制御機会がオ

フライン制御事業者より少ない場合であっても、公平性に反することにはならないものとす

る。 

なお、オフライン制御は、再エネ発電事業者自らが制御を実施するため、再エネ特措法

施行規則第１４条第１項に基づき、一般送配電事業者は前日指示を行っている。一方、オ

ンライン制御については、一般送配電事業者による制御が可能であることから、一般送配

電事業者は前日時点において自らのホームページ等で出力制御の実施可能性等を公表

することによって前日指示を行うこととする。 

 

② 指定ルールが適用される再エネ発電事業者に対して年間 30 日等の上限を超えて出力

制御を行う場合には、公平性の観点から、日数制御及び時間制御が適用される再エネ発

電事業者に可能な限り上限まで出力制御を行うこととする。 

ただし、出力制御量確保の必要性から、日数制御及び時間制御が適用される再エネ発

電事業者は、上限まで出力制御を行わない場合があっても、公平性に反することにはなら

ないものとする。 

 

 

 

 

 

出力制御日数（例） 出力制御量（例）
グループＡ 年間20日 10万ｋＷｈ
グループＢ 年間20日 12万ｋＷｈ
グループＣ 年間21日 15万ｋＷｈ
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＜出力制御の実施例（年間 30日等の上限を超えて出力制御を行う場合）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

○10kW 未満（主に住宅用）太陽光発電の取り扱いについて 

太陽光発電の出力制御については、まず 10ｋＷ以上の制御を行った上で、それでも

なお必要な場合において、10ｋＷ未満の案件に対して出力制御を行うものとする。 

 

（３）出力制御システムの構築について 

より実効的かつきめ細かな出力制御を可能とするため、原則、出力規模の大きい特別高

圧連系等は専用回線、出力規模が小さい高圧以下連系はインターネット回線を活用したシス

テムを構築する。 

なお、インターネット回線を開設することが物理的に現実的でない場所（山間地等）におい

ては、固定スケジュール型の出力制御を用いることも可能とする。 

 

２．指定電気事業者が行う出力制御の見通しの公表について 

指定電気事業者は、指定ルールでの出力制御が見込まれた場合に出力制御の見通しを、

年間 8,760 時間ベースの過去の実際の気象条件等を踏まえた発電量実績の想定に基づき算

定することとする。なお、実績に基づく見通しの算定にあたっては、前提条件となる電力需要や

再エネ電源の出力の変動により結果が異なるため、過去３年の年度毎に見通しを策定後、過

去３年間の平均値を系統ワーキンググループ等で示す。 

追加的に接続した再エネ電源の容量によって出力制御の見通しは変化するため、指定電気

事業者は、実際の導入実績等に即した今後の導入量の見込みに応じた出力制御時間数、出

力制御率を見通しとして示すこととする。 

 

 （公表の具体的な記載例） 

100 万 kW 太陽光発電の導入量が増えた場合 

（出力制御時間：○○時間、出力制御率：○％） 

       200 万 kW 太陽光発電の導入量が増えた場合 

（出力制御時間：○○時間、出力制御率：○％ ） 

 

（１）出力制御の見通しの更新について 

最新の電源構成等の状況を踏まえつつ、出力制御の見通しについて少なくとも年１回更新

を行うものとする。 

 

… 

… 

出
力
制
御
量 

出力制御日数 １日目 ２日目 ３日目 ○日目 ○日目 ○日目 
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（２）指定ルールでの出力制御が見込まれた場合に指定電気事業者が公表する内容について 

指定電気事業者は、前述のルールに従い、出力制御の見通しを示す。加えて、以下の情

報を根拠として示すこととする。 

＜指定電気事業者が前述の内容に加えて公表する内容＞ 

・ 出力制御の時間帯の見通し 

・ 出力制御の見通しの前提や算定根拠（8,760 時間の需要及び供給に関するデータに

ついて、競争上支障がない範囲で可能な限り明らかにする） 

 

（３）出力制御の見通しについての留意事項 

出力制御の見通しはあくまでも試算値であり指定電気事業者が上限値として保証するも

のではない。また、その年の電力需要や電源の稼働状況によって変動するものである。 

そのため、出力制御の見通しを利用する者は、単年度で判断すべきものではなく、一定の

前提に従った見通しであることに留意されたい。 

 

３．出力制御を行った場合に一般送配電事業者が行う情報の公表について 

（１）再エネ特措法施行規則に基づく出力制御に係る情報開示について 

一般送配電事業者は、書面等により当該再エネ発電事業者に対して、以下の出力制御に

関する事項を遅滞なく示すこととする。 

＜出力制御を行った場合に再エネ発電事業者に示す内容＞ 

・ 出力制御の回避措置（電源Ⅲの火力やバイオマス電源の抑制、長周期広域周波数調

整 4等）を講じたこと 

・ 回避措置を講じてもなお、電気の供給量が需要量を上回ると見込んだ合理的な理由 

・ 出力制御の指示が合理的であったこと 

 

（２）再エネ特措法施行規則に基づく出力制御を行った場合の情報公表について 

一般送配電事業者は、出力制御が行われた月の翌月に、以下の情報を公表することとす

る。 

＜出力制御を行った場合に公表する内容＞ 

・ 出力制御が行われた日及び時間帯 

・ その時間帯毎の出力制御の指示を行った出力 

 

４．一般送配電事業者等が行う「系統情報の公表の考え方」に基づく出力制御に関する情報の公

表について 

再エネ特措法施行規則第１４条第３項において、再エネの出力制御に関する情報について

は、一般送配電事業者が公表することとされている。 

これに加え、系統情報を利用する者が一元的に確認できるようにするため 、電力広域的運

営推進機関（以下、「広域機関」という。）においても出力制御が行われた月の翌月に、以下の

情報について公表を行うこととする。 

 

                                                   
4 供給区域の下げ調整力が不足し又は下げ調整力が不足するおそれのある場合に、連系線を介して他の供給区域の一般

送配電事業者の調整力を活用して行う周波数調整のこと。 
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＜出力制御が行われた場合に広域機関が公表する内容＞ 

・ 出力抑制が行われた供給区域 

・ 出力抑制が行われた日、時間帯 

・ その時間帯毎に、抑制の指令が行われた出力の合計 

・ その理由 

 

５．広域機関が行う検証について 

広域機関が定める「業務規程」において、一般送配電事業者が自然変動電源の出力制御を

行った場合には、広域機関は、法令及び送配電等業務指針に照らして、下記項目について、出

力制御が適切であったか否かを確認及び検証し、その結果を公表することとする。 

＜出力制御を行った場合に広域機関が公表する結果の項目＞ 

・ 自然変動電源の出力抑制に関する指令を行った時点で予想した供給区域の需給状況 

・ 一般送配電事業者が講じた下げ調整力の確保の具体的内容 

・ 自然変動電源の出力抑制を行う必要性 

また、一般送配電事業者により、予め定められた手続に沿って年間を通じて、自然変動電源

に対し公平に出力制御が行われたかどうかについて、翌年度に確認及び検証し、その結果を

公表することとする。 

なお、一般送配電事業者が予め定める手続の基本的な考え方等については、系統ワーキン

ググループ等で示すものとする。 

 

６．今後の検討について 

総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会/電力・ガス事業分科会 

再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会における中間整理（第３次）

を踏まえ、系統ワーキンググループ等において以下の事項について詳細な検討を行う。 

 

（１）経済的出力制御 

出力制御及び系統運用の最適化の観点から、すべての再エネ発電設備を一般送配電事

業者によるオンライン制御とすることが望ましいが、直ちにすべてオンライン化するのは制度

運用上困難であること、また、出力制御の公平性と実効性の両立を図ることからも、経済的

出力制御の仕組み（※）を導入することとされたところ、そのための実務的手法について検討

する。 

（※オフライン制御事業者が本来行うべき出力制御をオンライン制御事業者が実施するが、

オフライン制御事業者が出力制御を行ったとみなし、オンライン制御事業者がその買取価格

での発電を行ったものとして対価を受ける仕組み） 

 

（２）指定電気事業者制度の見直し 

事業者間の公平性の確保や必要な制御量や調整力の確保の観点から、30 日等出力制

御枠や指定電気事業者制度の見直し等について検討する。 
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